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医師の高齢化の進行

本県の医師確保の現状と課題

課題：将来の地域医療を担う若手医師の不足が懸念

人口当たりの医師数の状況
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人口１０万人対３５歳未満医師数（医療施設従事医師）

徳島 全国

・本県の医療施設従事医師の平均年齢は「５４．１歳」であり、全国で１番高い

・３５歳未満の医療施設従事医師割合は「１４．７％」であり、全国で２番目に低い

※医師・歯科医師・薬剤師統計より

※R6年医師・歯科医師・薬剤師統計より

・本県の人口当たりの医師数は
全国で１番多い

・一方、「３５歳未満医師数」は、

R2→R4：減少幅が全国最大

R2→R4
全国最大の下げ幅

R４→R６
改善、しかし全国平均を下回る

R4→R6：改善されたが、
全国平均を下回る
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これまでの主な医師確保対策

・将来、県内の公的医療機関等の医師として従事しようとする徳島大学医学部の
「地域特別枠」に対し、修学資金を貸与
※定員：H21に５名でスタート、H22からは１２名、R7から１７名

医師修学資金貸与制度（地域特別枠医師の養成）

・自治医科大学において、将来の本県のへき地医療を担う医師を養成
※毎年２名が入学（近年は、隔年で３名入学）

自治医科大学による医師の養成

・徳島大学と連携し、常勤医師の不足する県立病院等での診療支援を行うほか、
地域医療を担う医師の養成や、地域医療確保に関する研究活動を実施
※現在、７講座を運営（総合診療、ER・災害、外科、脳神経外科、麻酔科、小児科、整形外科）

徳島大学寄附講座

・県、県医師会、県地域医療支援センター、臨床研修病院等の関係団体が一体となり、
臨床研修医等の確保に向けたリクルート活動等を展開

徳島県臨床研修連絡協議会の設置



令和８年度における医師確保対策の充実・強化
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目 的：県外大学医学部へ進学した「県内出身学生」の卒業後の帰県を促進

事業概要：大学在学中に奨学金（入学金、授業料、生活費）を貸与し、卒業後に
本県の公立・公的医療機関で一定期間（貸与期間の１．５倍の期間）、
医師として従事した場合に返還を免除
※徳島大学医学部・地域特別枠と同様のスキーム

令和７年度実績：現在１名が利用

「義務年限付き奨学金制度」【継続】R6創設

「一時金支援制度」【拡充】R6創設

医師確保対策の充実・強化（R8年度）①

事業概要：県内で初期臨床研修等を行う際に一時金（※）を給付
※初期臨床研修･･･１００万円
※専 門 研  修･･･２００万円（初期臨床研修の一時金を活用された方）

【拡充】

令和７年度実績：３２名が利用予定 令和８年度予算額：７８，０００千円

目 的：出身地や出身大学を問わず、県内で初期臨床研修を開始する
「すべての医師（※）」を支援し、若手医師の確保を更に推進
（※）徳島大学医学部地域特別枠や自治医科大学卒業医師等を除く
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目 的：「県外医学部生」等と県内臨床研修病院等の接触機会を増やすことで
本県における研修医の確保を促進

事業概要：県外大学に在籍する医学部生等が、県内の「基幹型臨床研修病院」又は
「専門研修基幹型施設」において、病院見学を行う際の旅費及び宿泊費
について補助（各研修病院、県医師会と共同で実施）
※補助上限額は、１人あたり４万円

令和７年度実績：現在１３名が利用

「病院見学支援制度」【継続】R6創設

医師確保対策の充実・強化（R8年度）②

医療機関のご協力のもと、次の地域医療研修を実施。

①夏期地域医療研修：「医学部生」を対象に、令和７年度は、

８月２１日～２３日までの２泊３日で実施。参加者数 ２９人

②地域医療体験ツアー：「高校生」を対象に、令和７年度は、８月８日実施。
参加者数 ７６人

③早期地域医療体験実習：「徳島大学医学部１年生全員」を対象に新たに実施【拡充】

「学生向け地域医療研修」【拡充】



目 的：県外医療従事者のニーズと県内医療機関の求人をマッチングさせることで、
医療現場の「ひっ迫緩和」や、常勤職員の「負担軽減」を図るとともに、
徳島県の魅力を感じていただき、定着につながる機会を創出する。

事業概要：(1) 対象者（マッチングを行う者）

徳島県外に在住する医師、看護職員 ※県内在住者は対象外

(2) 対象医療機関（マッチングを行う先）

県内の公立・公的医療機関

(3) 滞在中のスケジュール（2泊3日で滞在した場合のイメージ）

１日目：徳島入り ２日目：医療機関で従事 ３日目：観光・徳島発

(4) 滞在時における支援等

「交通費(居住地～徳島県往復)」「宿泊費」「県内移動費(レンタカー等)」を支援
 ※医療機関で従事した際の日当や手当は、各医療機関が負担

令和７年度実績：２月末現在で、年間１０９件、４０名の方が利用。
令和８年度予算額：１１，２００千円

「徳島県医療版ワーケーション」の展開【継続】R7創設
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医師確保対策の充実・強化（R8年度）③
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医師確保対策の充実・強化（R8年度）④

目 的：全国から「即戦力となる人材」を本県に呼び込むため、県外から徳島へ
移住する医療従事者への支援制度

事業概要：県外医療機関で従事する医師・看護職員が本県へ移住し、県内の「公立・
公的医療機関」の常勤職員として就職する場合に「移住支援金」を交付

【支給額】対象１世帯１５０万円（単身世帯は９０万円）

令和８年度予算額：３０，０００千円

「移住支援金制度」【継続】R7創設
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四国４県の臨床研修医マッチング数

本県の臨床研修医の状況
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・本県医療機関における「臨床研修医」のマッチング数は、
過去最低となった令和５年度から２年連続で増加
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【参考】県内医療機関等の物価高騰に対する支援

目 的：県民生活に必要な医療・福祉サービス提供の確保を図るため、国が定める
公定価格等で運営している医療機関・社会福祉施設等へ
光熱費、食材費等の高騰に対し「一時金」を支給する。

事業概要：対象施設の種類・規模等に応じて、光熱費、食材費等の高騰に対し、
一時金を支給する。

対象施設：医療機関等（病院、診療所、歯科診療所、助産所、歯科技工所、施術所）、
薬局、高齢者施設（入所、通所、訪問）、
障がい者施設（入所、通所、訪問）、救護施設

予 算 額：１５億１，２４７万円（医療部分：６億３，６４６万円）

「医療・社会福祉施設等電気料金等高騰対策事業」R7.11月補正



11

【参考】医療機関の勤務環境改善に向けた取組

目 的：地域医療提供体制を確保し、医師の労働時間短縮を強力に推進するため、
長時間労働医療機関への医師派遣を行う医療機関の運営に対する支援

事業概要：長時間労働医療機関への医師派遣を行う医療機関に対し、
その遺失利益相当額を支援する。

【支給額】 派遣医師１人あたり1,250千円×派遣月数

令和８年度予算額：５０，０００千円

「勤務環境改善医師派遣等推進事業」【継続】R6創設

目 的：地域医療提供体制を確保し、医師の労働時間短縮を強力に推進するため、
チーム医療の推進やICT等による業務改革を進める。

事業概要：長時間労働医療機関が行う医師労働時間短縮計画に基づく取組に係る
経費に対し支援を行う。

【支給額】 １床あたり１３３千円（１医療機関あたり50,000千円まで）

令和８年度予算額：１００，０００千円

「地域医療勤務環境改善体制整備特別事業」【継続】R6創設
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